
経営支援アドバイザー派遣のご案内 
 

                広島市中小企業支援センター 

 

 
 

１．経営支援アドバイザー派遣とは 
 

広島市中小企業支援センターでは、広島市内の中小企業者の経営面の課題について、皆様方と一緒に解決

方法を考え実践していくため、中小企業診断士などの経営コンサルタント、税理士、社会保険労務士などの

経験豊かな専門家や当センターのコーディネータ等を派遣しております。秘密は厳守いたしますので、ぜひ

ご利用ください。 

 

２．内容 
● 無料派遣（１回） 
  次のような取組みを行う中小企業者に対し、無料で専門家等を派遣します。 

※ 都心部の小売店舗及び広島市内の「ザ・広島ブランド」認定事業者・不認定事業者並びに「女性と

若者が輝く企業」認定事業者については、１者あたり最大１回追加派遣できます。 

 ●新商品開発、市場導入 

 ●新たな事業展開（市場の開拓など）や事業計画などの策定 

 ●新しい商品、サービス、販売方法、生産方式の導入 

 ●経営革新計画の作成 

 ●国際標準規格（ＩＳＯ）などへの対応 

 ●インターネットを活用した業務改善・新たな事業展開 

 ●新しい人事評価制度や賃金システムの導入 

 ●効果的な販売促進策や営業展開 

 ●経費構造の見直し 

●入りやすい店づくり 

 ●工場や店内のレイアウトの変更 

●生産管理の改善 など

 
 

 

● 有料派遣（2 回目以降・１回につき 1０,000 円） 
  無料派遣を受けた方が、更に深い内容で専門家のアドバイスを希望する場合は、相談内容に応じて、有

料で専門家を派遣します。 

 

３．利用方法 
 

    

  

  

 

 

 

 

 

 

 

裏面の申込書に必要事項をご記入の上、お申込みください。 

公益財団法人広島市産業振興センター 

中小企業支援センター 経営革新担当 

〒733-0834 広島市西区草津新町 1 丁目 21-35（広島ミクシス・ビル内） 

TEL（082）278-8032 FAX（082）278-8570 

E-mail assist@ipc.city.hiroshima.jp  

 

お申込みの後、専門家等の派遣日時などを調整させていただきます。 

 

専門家等がお伺いし、経営者と一緒に問題などの解決にあたります。 

 

※ 当センターでは、経営相談や経営上の法律相談などの窓口相談も無料で実施していますので、ご利用く

ださい。（相談時間：午前８時３０分～午後５時１５分〔土、日、祝・休日、8 月 6 日、12 月 2９

日～1 月３日を除く〕） 

※ 暴力団、暴力団員及びそれらと密接な関係を有している方はご利用できません。 

申込み・問合せ先 

日程調整 

専門家等の派遣 

【HP】  【Twitter】  


